
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日常生活を送る上で、支障となっていることや改善したいこと、できるようになりたい 

ことなどをご本人に事前に聴き取りを行います。その上で、お一人おひとりの目標・目的に 

合ったプログラムをリハビリ専門職が一緒に考え、改善に向けた支援を行います。 

① 安城市に在住の方 

② ６５歳以上の要支援１、要支援２の認定者、または市や地域包括支援センターが実施する基本 

チェックリストで対象者と判定された人および第２号被保険者で要支援１、要支援２の認定者 

③ 地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメントで参加が適当であると認められた方 

④ 本サービスの目的と内容を理解し、自ら参加を希望する方 

⑤ 介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所サービス 

または生活支援通所サービスを受けていない方 

⑥  本サービスの参加について主治医から許可が得られている方 

（特に医療保険によるリハビリテーションを受けている場合は主治医に確認してください。） 

● 期  間：３～６か月程度 

● 回  数：原則、通所と訪問を合わせて２５回以内（週１回程度） 

● 時  間：１回９０分程度 

● 利用者負担：なし 

✿ 短期集中型介護予防サービスとは？ 

✿ どんなサービスが受けられるの？ 

要介護状態になるのを予防し、できる限り地域で自立した生活を続けられるように 

サポートするためのサービスです。要支援の認定を受けられた方や生活機能の低下が 

みられる方を対象に、身体機能や生活機能を維持向上するために、リハビリ専門職が 

中心となり支援をします。 

 足腰が衰え、外出するのが 

億劫になってきた。 

自分に合ったトレーニング法を 

見つけ、いつまでも元気でいたい。 

体力に自信をつけて、諦めてい

た趣味を楽しみたい。 



 

 

 

●相談先 

【地域包括支援センター（中学校区）】 

東山中学校区 地域包括支援センター さとまち ０５６６－９６－３５１２ 

安城北中学校区 地域包括支援センター 中部 ０５６６－７１－００７７ 

篠目中学校区 地域包括支援センター 八千代 ０５６６－９７－８０６９ 

安城南中学校区 地域包括支援センター 更生 ０５６６－７７－９９４８ 

安祥中学校区 地域包括支援センター 松井 ０５６６―５５－５３５５ 

安城西中学校区 地域包括支援センター あんのん館 ０５６６－７１－３１７３ 

明祥中学校区 地域包括支援センター ひがしばた ０５６６－７３－８２１０ 

桜井中学校区 地域包括支援センター 小川の里 ０５６６－７３－３５３５ 

 

安城市役所 高齢福祉課 地域支援係      ０５６６－７１－２２６４ 

 

 

 

✿ サービスを利用するには？ 

【チラシに関する問合せ】 安城市役所 高齢福祉課 地域支援係 ０５６６－７１－２２６４ 

（R３年４月作成） 

申請はしていただけます。ただし基本チェックリストの

実施後、サービスの可否が判断されますので、申請したす

べての方がサービスを受けられるわけではありません。 

介護予防通所リハビリ、介護予防訪問リハビリ等を受けてい

る方は利用できません。ただし、住民主体の介護予防教室や

健康サロンなどのサービスとの併用は認められています。 

原則として、一度限りの利用となります。 

短期集中型介護予防サービスは、 

条件に該当すれば、 

何回でも受けられますか？ 

 

これまで要介護、要支援の認定を受けていた

のですが、非該当になってしまいました。 

総合事業の申請はできますか？ 

 

ほかのサービスとの併用は 

できますか？ 

 


